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投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日　2023.12.15

＜委託会社＞（ファンドの運用の指図等を行います。）
　ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号/関東財務局長（金商）第311号
＜受託会社＞（ファンド財産の保管・管理等を行います。）
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

■ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定
する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は
委託会社のホームページに掲載しています。
■ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載
しています。

＜照会先＞

SBIアセットマネジメント株式会社
●ホームページ　https://www.sbiam.co.jp/
●電 話 番 号   03-6229-0097（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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委託会社：SBIアセットマネジメント株式会社
設立年月日：1986年8月29日
資本金：4億20万円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：4兆3,758億84百万円
（2023年9月末日現在）

この目論見書により行う「セレブライフ・ストーリー2025／2035／2045／2055」の募集について
は、発行者であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により有価
証券届出書を2023年12月14日に関東財務局長に提出しており、2023年12月15日にその効力が生じ
ております。

● ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、表紙に記載の委託会社の照会先
までお問い合わせください。

● 請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付
いたします。

● 販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくように
してください。

● ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者のご意向を確認いたします。

● 投資信託の財産は、信託法によって受託会社において分別管理されています。

商品分類 属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替ヘッジ

追加型 内外 資産複合 その他資産※ 年１回 グローバル
（日本を含む）

ファンド・
オブ・
ファンズ

あり
（適時ヘッジ）

※ 属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産）資産
配分変更型）です。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）を
ご覧ください。
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ファンドの目的・特色

ファンドの目的

ターゲット・イヤー※を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、
投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

ファンドの特色

ターゲット・イヤー （安定運用開始時期）を想定した4種類のファンドから構成されて
います。
•  投資者が想定するターゲット・イヤーに合わせてファンドを選択できるよう、ターゲット・イヤーを
２０２５年、２０３５年、２０４５年、２０５５年とする4種類のファンドがあります。

1

主としてＥＴＦ（上場投資信託）及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国
株式、新興国株式、オルタナティブ資産（ヘッジファンド、コモディティ、リート（不動産
投資信託））、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資します。
※ 本ファンドが投資対象とするETF及び投資信託証券については、後述の「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。

•  株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れる
ことで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。
• 本ファンドが組入れる投資対象ファンドに対し、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、当初はヘッジファンド及びコモディティを投資対象としているＥＴＦに対し、為替ヘッジを行う
方針です。
ただし、資金動向、市場動向等により、委託会社が適切と判断した場合には為替ヘッジを行う投資
対象ファンドを変更する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

2

※ ターゲット・イヤーとは
　 個々人が想定するライフイベント（退職など）の時期を意味し、本ファンドにおける安定運用開始時期を
指します。
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　基本投資割合推移のイメージ「セレブライフ・ストーリー2055」の例　

ウエルスアドバイザー株式会社
投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供する運用調査機関です。
グローバルな株式銘柄の分析、ファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。
契約資産残高約4,256億円（2023年6月末現在）

ターゲット・イヤー（安定運用開始時期）に向けて、安定性資産の投資割合を高め、
徐々に安定運用に移行します。
ターゲット・イヤーまでの残存期間が長いほど、値上がり益の獲得を重視した運用を行います。
ターゲット・イヤーに接近するにしたがって、収益性資産（株式等）への投資割合を徐々に減らし、
安定性資産（債券等）の比率を高めることでファンド全体のリスクを徐々に減らしていきます。
※ 市場の変動により、投資対象ファンドの組入比率が基本投資割合から乖離した場合は、3ヵ月に1回基本投資割合へ
戻す調整を行います。

※基本投資割合の変更を、家計や市場の構造変化等を考慮して、原則として年に1回行います。
※また、投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として５年に１回見直しを行います。
（原則としてターゲット・イヤーを迎え安定運用となったファンドは除きます。）

本ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を
受けます。

※ 上記の図は、基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、実際に上記のような運用を行うことを保証するものではありません。
2024年 2055年
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安定運用開始

新興国債券
先進国債券

ヘッジファンド
コモディティ
先進国大型株式

金

リート
国内株式

国内債券

先進国・新興国小型株式
新興国大型株式

※投資対象ファンドは今後変更する場合があります。
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セレブライフ・ストーリー 投資対象ファンド

セレブライフ・ストーリー2025

セレブライフ・ストーリー2035

セレブライフ・ストーリー2045

セレブライフ・ストーリー2055

各投資対象ファンドの詳細は後述
をご覧下さい。

投資

損益

国内株式

先進国株式
（大型・小型）
新興国株式
（大型・小型）

国内債券

先進国債券

新興国債券

リート

コモディティ

ヘッジファンド

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、投資者の皆様からお預かりした
資金を複数の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。

ファンドのしくみ
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● セレブライフ・ストーリーの基本投資割合の変化

※各ファンドのターゲット・イヤーの決算日の翌日を「安定運用開始時期」とします。
・上記の図は、現時点で決定している基本投資割合であり、市況動向等によって組入比率等が変更される場合があります。
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●投資対象ファンドへの投資割合には、制限を設けません。　　●外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。

主な投資制限

毎決算時（毎年9月14日。休業日の場合は翌営業日とします。）に原則として以下の方針により分配を行います。
● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の全額とし、委託
会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配
を行わない場合があります。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

分配方針
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本ファンドが投資対象とするファンドの概要は以下の通りです。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンド
を投資対象とする場合があります。また、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産または投資スタイル
を見直す場合があります。
なお、下記は2023年9月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。

投資対象ファンドの概要

追加的記載事項

＊ 各投資対象ファンドが連動する指数については
次ページをご確認ください。

（凡例）
1.ファンド名
2.資産の種類・分類
3.連動する指数
4.委託会社

1.MUAM 日本債券インデックスファンド
　（適格機関投資家限定）
2.国内債券
3.NOMURA-BPI総合
4.三菱UFJ国際投信株式会社

1.MUAM 外国債券インデックスファンド
　（適格機関投資家限定）
2.先進国債券
3.FTSE世界国債インデックス
  （除く日本、円換算ベース）
4.三菱UFJ国際投信株式会社

1.  バンガード・米ドル建て新興国政府債券
ETF
2.新興国債券
3. ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府
債RIC基準インデックス
4.The Vanguard Group,Inc.

債券
国内 先進国 新興国

1. IQ ヘッジ マルチストラテジー トラッカーETF
2.ヘッジファンド
3.IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックス
4.IndexIQ Advisors LLC

1. インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ 
UCITS ETF
2.コモディティ（主に原油）
3.ブルームバーグ商品指数トータルリターン
4.Invesco Investment Management Ltd.
1.  abrdn フィジカル・ゴールド・シェアーズETF
2.コモディティ（金）
3.現物の金地金の取引価格
4.Aberdeen Standard Investments

1.シュワブU.S.リートETF
2.先進国リート
3. ダウジョーンズ エクイティ オールREIT 
キャップド インデックス
4.Charles Schwab & Co.,Inc.

オルタナティブ
ヘッジファンド コモディティ リート

株式

1.iシェアーズ・コア TOPIX ETF
2.国内株式
3.TOPIX（東証株価指数）
4.ブラックロック・ジャパン株式会社

1. シュワブU.S.ラージキャップETF
2.先進国大型株式
3. ダウジョーンズU.S.ラージキャップ・トータル・
ストック・マーケット・インデックス
4.Charles Schwab & Co.,Inc.

1. SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF
2.新興国株式
3. S&PエマージングBMI指数
4.State Street Global Advisors

国内 先進国 新興国

先進国・新興国
1.バンガード・スモールキャップETF
2.先進国小型株式
3. CRSP US スモールキャップ・インデックス
4.The Vanguard Group,Inc.
1. バンガード・FTSE・オールワールド（除く
米国）スモールキャップETF
2.先進国・新興国小型株式
3. FTSEグローバル・スモールキャップ（除く
米国）インデックス
4.The Vanguard Group,Inc.

1.  バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
2.先進国株式
3. FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス
4.The Vanguard Group,Inc.
1.  バンガード・FTSE・ディベロップド・アジア・
パシフィック（除く日本）UCITS ETF
2.先進国株式
3. FTSE ディベロップド・アジア・パシフィック
（除く日本）・インデックス
4.The Vanguard Group,Inc.
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各投資対象ファンドが連動する指数について

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算出する
株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有す
るマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

ダウジョーンズU.S.ラージ
キャップ・トータル・ストック・
マーケット・インデックス

ダウジョーンズU.S.ラージ・キャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックスとは、S&Pダウ
ジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で、米国株式市場の大型株で構成される株価指数
です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウジョーンズ・インディ
シーズ社に帰属します。

FTSE欧州先進国オール
キャップ・インデックス

FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスとは、FTSE社が算出する指数で欧州先進諸国の
大型、中型、小型株で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権
利はFTSE社に帰属します。

FTSE ディベロップド・アジア・
パシフィック（除く日本）・
インデックス

FTSE ディベロップド・アジア・パシフィック（除く日本）・インデックスとは、FTSE社が開発した指数
で日本を除くアジア太平洋地域の先進国地域の株式市場の大型株および中型株の動きを表す
指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。

S&PエマージングBMI指数
S&PエマージングBMI指数は、S&Pダウジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で新
興国株式市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他
一切の権利はS&Pダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。

CRSP US スモールキャップ・
インデックス

CRSP US スモールキャップ・インデックスとは、シカゴ大学証券価格調査センター（CRSP）
が開発した指数で米国小型株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はCRSPに帰属します。

FTSE グローバル・スモール
キャップ（除く米国）インデックス

ＦＴＳＥ グローバル・スモールキャップ（除く米国）インデックスとは、FTSE社が算出する指数で
米国を除く世界の小型株式市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。

NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券
の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する著作権、商標権、知的財産権そ
の他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属し
ます。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果等
に関し、一切責任はありません。

FTSE世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE Fixed Income LLC
により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均
し円ベースで表示した債券指数です。同指数に対する著作権等の知的財産権その他一切の
権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

ブルームバーグ
米ドル建て新興市場
政府債RIC基準インデックス

ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスとは、新興市場国政府、政
府機関、及び国有企業が発行体であり残存期間が1年超の米ドル建て債券で構成される指
数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はブルームバーグ社に帰属
します。

IQ ヘッジ マルチストラテジー
インデックス

IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックスとは、インデックスIQ社が開発した指数で様々な
ヘッジファンドの戦略を組み合わせたリスク調整後の投資成果と同水準の動きを表す指数です。
同指数の維持・算出はS&P社が行い、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の
権利はインデックスIQ社に帰属します。

ブルームバーグ商品指数
トータルリターン

ブルームバーグ商品指数トータルリターンとは、商品セクターのエクスポージャーを幅広く
カバーしたコモディティ価格の標準的なベンチマークです。旧ダウ・ジョーンズ-UBS商品指
数トータルリターンとして開発された指数であり、その後ブルームバーグ社に買収され、現
在の名称に変更されました。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はブ
ルームバーグ社に帰属します。

現物の金地金の取引価格 現物の金地金の取引価格とは、市場での現物の金地金の取引価格を表します。
ロンドン市場における取引価格が金地金価格の国際的な指標となります。

ダウジョーンズ エクイティ 
オールREIT キャップド 
インデックス

ダウジョーンズ エクイティ オールREIT キャップド インデックスとは、S&Pダウジョーンズ・
インディシーズ社が算出する指数で、米国のリートで構成される指数です。同指数に関する
著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。
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資産配分リスク

資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が
大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。本ファンドは、投資対象
ファンドへの投資を通じてわが国及び海外の株式・債券・オルタナティブ資産（ヘッジファンド、
コモディティ、リート（不動産投資信託））・短期金融商品に資産配分を行いますが、配分比率が高い
資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合、本ファンドの基準価額
はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。

株価変動リスク
一般に株価は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンド
が組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあり
ます。

為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅
に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすす
んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

債 券 価 格 変 動
リ ス ク

債券（公社債等）は、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して価格が変動します。
また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し
ます。これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失
を被ることがあります。

リ ー ト
（不動産投資信託）
の価格変動リスク

一般にリート（不動産投資信託）が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当
該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート（不動産投資信託）
の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を
被ることがあります。

ヘッジファンドに
投資するリスク

本ファンドが投資対象とする「IQ ヘッジ マルチストラテジー トラッカーETF」は「IQ ヘッジ 
マルチ ストラテジー インデックス」をベンチマークとして値動きするため、当該インデックス
のヘッジファンドマネージャーが採用する戦略等の影響を受けます。これらによって、本ファンドの
基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 

コモディティ投資
リ ス ク

一般にコモディティ価格は商品の需給や金利変動、天候、景気、農業生産、政治・経済情勢及び政策
等の影響を受け変動します。これらにより、本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被ることが
あります。

カントリーリスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場
が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、
法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、
当該リスクが高くなります。

信 用 リ ス ク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収
ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可
能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト（債務不履行）が生じた場合等、本
ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

流 動 性 リ ス ク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、
機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分
できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

主な変動要因

基準価額の変動要因

本ファンドは、主として投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて、株式・債券・オルタナティブ資産
（ヘッジファンド、コモディティ、リート（不動産投資信託））など値動きのある金融商品等に投資しますので、
基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元
本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
本ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なり
ます。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因
は以下に限定されるものではありません。

投資リスク
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・  本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
・  本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場
環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、
取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込み
の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

・  投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・  銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・  収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、
計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

・  投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
・  収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

その他の留意点

リスクの管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行って
います。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施
するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や
流動性リスク管理態勢について、監督します。



9

（参考情報）
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

〈セレブライフ・ストーリー2025〉

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（2018年10月～2023年9月）
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＊分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額及び実際の基
準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
＊「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、過去5年間の年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最
小を、ファンド及び他の代表的資産クラスについて表示します。なお、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
＊ファンドの年間騰落率算出において、過去5年間分のデータがない場合は以下のルールに基づき表示しています。
　①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
　②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
　③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています。

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

〈セレブライフ・ストーリー2035〉
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● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

〈セレブライフ・ストーリー2045〉

（2018年10月～2023年9月）
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● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

〈セレブライフ・ストーリー2055〉

（2018年10月～2023年9月）
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＊分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額及び実際の基
準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
＊「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、過去5年間の年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最
小を、ファンド及び他の代表的資産クラスについて表示します。なお、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
＊ファンドの年間騰落率算出において、過去5年間分のデータがない場合は以下のルールに基づき表示しています。
　①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
　②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
　③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています。
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〈代表的な各資産クラスの指数〉
日 本 株…Morningstar 日本株式指数
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）
新興国株…Morningstar 新興国株式指数
日本国債…Morningstar 日本国債指数
先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）
新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。

〈各指数の概要〉
日 本 株： Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
先進国株： Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する

株式で構成されています。
新興国株： Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されていま

す。
日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
先進国債： Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や

政府系機関により発行された債券で構成されています。
新興国債： Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関に

より発行された米ドル建て債券で構成されています。

〈重要事項〉
本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.が支配する会社（これらの
法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、
投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動
するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明
示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、
Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックス
は、Morningstarグループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarイ
ンデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグ
ループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額
算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティ
ング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstar
グループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユー
ザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問
わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示
の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することな
く、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの
損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
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運用実績　〈セレブライフ・ストーリー2025〉
基準価額・純資産の推移 （基準日：2023年9月29日）

（2013年9月30日～2023年9月29日）
（円） （百万円）
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基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）

分配の推移（1万口当たり、税引前）
決算期 金額

第8期（2019年9月17日） 0円
第9期（2020年9月14日） 0円
第10期（2021年9月14日） 0円
第11期（2022年9月14日） 0円
第12期（2023年9月14日） 0円

設定来累計 0円

基準価額（1万口当たり） 14,476円
純資産総額 1,829百万円

年間収益率の推移（暦年ベース）
（%）
20

0

-20

8.0% 4.8% 6.5%3.1%

-4.9%

※ファンドの年間収益率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。　※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2023年は年初から9月末までの騰落率です。

2023年2022年2015年2014年 2017年2016年 2018年 2019年

-4.0% -4.7%

2020年

3.5%

2021年

2.8% 2.7%

主要な資産の状況

≪構成比率≫

投資信託証券 95.9％
為替ヘッジ評価損益 -0.3％
現金等 4.4％
合計 100.0％

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

≪組入上位10銘柄≫
投資信託証券の名称 比率 投資対象資産 通貨

1 MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 53.8% 国内債券 円
2 MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11.5% 先進国債券 円
3 アバディーン・スタンダード・フィジカル・ゴールド・シェアーズ ETF ★ 9.5% コモディティ 米ドル
4 インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ UCITS ETF ★ 4.9% コモディティ 米ドル
5 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 3.8% 国内株式 円
6 IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF ★ 2.9% ヘッジファンド 米ドル
7 シュワブU.S.ラージキャップETF 2.7% 先進国大型株式 米ドル
8 シュワブU.S.リートETF 2.7% リート 米ドル
9 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 1.0% 新興国債券 米ドル
10 SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF 1.0% 新興国大型株式 米ドル
★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。
※基準日（2023年9月29日時点）の状況です。直近の基本投資割合及び投資対象ファンドはそれぞれP4、P5に記載しています。

≪資産別投資比率≫

※基準価額及び分配金再投資基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口
当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。
≪為替変動の影響を受ける割合≫ 9.5%
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最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
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運用実績　〈セレブライフ・ストーリー2035〉
基準価額・純資産の推移 （基準日：2023年9月29日）

（2013年9月30日～2023年9月29日）
（円） （百万円）
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基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）

分配の推移（1万口当たり、税引前）
決算期 金額

第8期（2019年9月17日） 0円
第9期（2020年9月14日） 0円
第10期（2021年9月14日） 0円
第11期（2022年9月14日） 0円
第12期（2023年9月14日） 0円

設定来累計 0円

基準価額（1万口当たり） 16,312円
純資産総額 3,336百万円

年間収益率の推移（暦年ベース）
（%）
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2019年2015年2014年 2017年2016年 2018年
※ファンドの年間収益率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。　※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2023年は年初から9月末までの騰落率です。

主要な資産の状況

≪構成比率≫

投資信託証券 97.4％
為替ヘッジ評価損益 -0.4％
現金等 3.0％
合計 100.0％

※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

≪組入上位10銘柄≫
投資信託証券の名称 比率 投資対象資産 通貨

1 MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 41.0% 国内債券 円
2 MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 14.6% 先進国債券 円
3 アバディーン・スタンダード・フィジカル・ゴールド・シェアーズ ETF ★ 13.6% コモディティ 米ドル
4 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 8.8% 国内株式 円
5 インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ UCITS ETF ★ 5.0% コモディティ 米ドル
6 IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF ★ 3.0% ヘッジファンド 米ドル
7 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 2.9% 新興国債券 米ドル
8 シュワブU.S.ラージキャップETF 2.8% 先進国大型株式 米ドル
9 シュワブU.S.リートETF 2.8% リート 米ドル
10 SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF 1.0% 新興国大型株式 米ドル
★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。
※基準日（2023年9月29日時点）の状況です。直近の基本投資割合及び投資対象ファンドはそれぞれP4、P5に記載しています。

≪資産別投資比率≫

※基準価額及び分配金再投資基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口
当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。
≪為替変動の影響を受ける割合≫ 11.6%
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最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
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運用実績　〈セレブライフ・ストーリー2045〉
基準価額・純資産の推移 （基準日：2023年9月29日）

（2013年9月30日～2023年9月29日）
（円） （百万円）
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純資産総額（右軸）

分配の推移（1万口当たり、税引前）
決算期 金額

第8期（2019年9月17日） 0円
第9期（2020年9月14日） 0円
第10期（2021年9月14日） 0円
第11期（2022年9月14日） 0円
第12期（2023年9月14日） 0円

設定来累計 0円

基準価額（1万口当たり） 18,369円
純資産総額 2,240百万円

年間収益率の推移（暦年ベース）
（%）
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※ファンドの年間収益率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。　※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2023年は年初から9月末までの騰落率です。

主要な資産の状況

≪構成比率≫

投資信託証券 97.8％
為替ヘッジ評価損益 -0.4％
現金等 2.6％
合計 100.0％

※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

≪組入上位10銘柄≫
投資信託証券の名称 比率 投資対象資産 通貨

1 MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 24.6% 国内債券 円
2 MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 16.7% 先進国債券 円
3 アバディーン・スタンダード・フィジカル・ゴールド・シェアーズ ETF ★ 14.6% コモディティ 米ドル
4 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 11.7% 国内株式 円
5 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 10.8% 新興国債券 米ドル
6 インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ UCITS ETF ★ 4.0% コモディティ 米ドル
7 シュワブU.S.リートETF 3.7% リート 米ドル
8 IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF ★ 3.0% ヘッジファンド 米ドル
9 SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF 2.9% 新興国大型株式 米ドル
10 シュワブU.S.ラージキャップETF 2.8% 先進国大型株式 米ドル
★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。
※基準日（2023年9月29日時点）の状況です。直近の基本投資割合及び投資対象ファンドはそれぞれP4、P5に記載しています。

≪資産別投資比率≫

※基準価額及び分配金再投資基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口
当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。
≪為替変動の影響を受ける割合≫ 23.3%
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年間収益率の推移（暦年ベース）
（%）
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※ファンドの年間収益率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。　※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2023年は年初から9月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
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運用実績　〈セレブライフ・ストーリー2055〉
基準価額・純資産の推移 （基準日：2023年9月29日）

（2013年9月30日～2023年9月29日）
（円） （百万円）
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純資産総額（右軸）

分配の推移（1万口当たり、税引前）
決算期 金額

第8期（2019年9月17日） 0円
第9期（2020年9月14日） 0円
第10期（2021年9月14日） 0円
第11期（2022年9月14日） 0円
第12期（2023年9月14日） 0円

設定来累計 0円

基準価額（1万口当たり） 21,098円
純資産総額 1,296百万円

主要な資産の状況

≪構成比率≫

投資信託証券 97.9％
為替ヘッジ評価損益 -0.4％
現金等 2.5％
合計 100.0％

※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

≪組入上位10銘柄≫
投資信託証券の名称 比率 投資対象資産 通貨

1 MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 16.7% 先進国債券 円
2 アバディーン・スタンダード・フィジカル・ゴールド・シェアーズ ETF ★ 14.6% コモディティ 米ドル
3 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 13.8% 新興国債券 米ドル
4 MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11.8% 国内債券 円
5 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 10.8% 国内株式 円
6 SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF 10.8% 新興国大型株式 米ドル
7 シュワブU.S.ラージキャップETF 4.2% 先進国大型株式 米ドル
8 インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ UCITS ETF ★ 4.0% コモディティ 米ドル
9 シュワブU.S.リートETF 3.7% リート 米ドル
10 IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF ★ 3.0% ヘッジファンド 米ドル
★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。
※基準日（2023年9月29日時点）の状況です。直近の基本投資割合及び投資対象ファンドはそれぞれP4、P5に記載しています。

≪資産別投資比率≫

※基準価額及び分配金再投資基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口
当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。
≪為替変動の影響を受ける割合≫ 37.0%

15
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購 入 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降のお支払いとなります。

購入・換金申込
受 付 不 可 日

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、
購入・換金の受付を行いません。

申 込 締 切 時 間
原則として午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。なお、受付
時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。 
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

購入の申込期間 2023年12月15日（金）～2024年6月14日（金）
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込
受 付 の 中 止
及 び 取 消 し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、購入・換金（解約）の申込の受付を中止すること及びすでに受付けた購入・換金
（解約）の申込の受付を取消す場合があります。

信 託 期 間 無期限（設定日：2012年1月23日（月））

繰 上 償 還

以下の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。
・ 各ファンドについて、受益権の口数が３億口を下回ることとなった場合
・ ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき
・ やむを得ない事情が発生したとき

決 算 日 毎年9月14日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 年１回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。

信託金の限度額 各ファンドの信託金の限度額は500億円です。

公 告 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sbiam.co.jp/

運 用 報 告 書 ファンドの毎決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている
受益者に交付します。

課 税 関 係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日
以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※ 税制が改正された場合には、変更となる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門
家にご確認されることをお勧めします。

手続・手数料等

お申込みメモ
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ファンドの費用

■ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
購入申込金額に3.3％（税抜：3.0％）を上限として販売会社が定
める手数料率を乗じて得た額とします。

購入時の商品説明、情報提供及び
事務手続き等の対価

信 託 財 産
留 保 額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％を乗じて
得た額を、ご換金（解約）時にご負担いただきます。

換金に伴う有価証券売買委託手数
料等の費用

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）
ファンドの日々の純資産総額に年0.484％（税抜：年0.44％）を乗じて得た金額とします。運用管理費用（信託報酬）
の配分は下記の通りとします。なお、当該報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに
ファンドから支払われます。

○運用管理費用及び実質的な負担等
2025 2035 2045 2055

運用管理費用（信託報酬） 年0.484％ (税抜：年0.44％) 信託報酬＝運用期間中の基準価
額×信託報酬率

内訳

委託会社  年0.22％ (税抜：年0.2％) ファンドの運用、基準価額の算出等
の対価

販売会社  年0.22％ (税抜：年0.2％)
購入後の情報提供、運用報告書等
各種書類の送付、口座内でのファン
ドの管理及び事務手続き等の対価

受託会社  年0.044％ (税抜：年0.04％) 運用財産の管理、委託会社からの
指図の実行等の対価

各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬※１ 0.1710% 0.1714% 0.1708% 0.1624% 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等

実質的な負担（概算値）※２ 0.6550% 0.6554% 0.6548% 0.6464% ―

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。
※1  基本投資比率で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の組入れ状況により変動します。また、投資対象ファンドの信

託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により変動する場合があります。
※2  各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率（年）になり

ます。
その他の費用及び手数料
ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用、海外における有価証
券等の保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等（有
価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等）が信託財産から差引かれます。なお、
これらの費用は、監査費用を除き、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことが
できません。
投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なります
ので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合
があります。
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税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法などにより異なる場合があります。

時　　期 項　　目 税　　金

分配時 所得税※及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金(解約)時及び
償還時 所得税※及び地方税 譲渡所得として課税

換金(解約)時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※復興特別所得税を含みます。
・  確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益（個別元本超過額）について
は、所得税及び地方税は非課税となっております。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の
積立金の運用にかかる税制が適用されます。

・  少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
  少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
  NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新た
に購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
  ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
  また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・  外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
・  上記は、2023年9月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
・ 法人の場合は上記とは異なります。
・ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率
直近の運用報告書の作成対象期間は2022年9月15日～2023年9月14日です。
＜セレブライフ・ストーリー2025＞

総経費率（①＋②） ①運用管理費用の比率 ②その他費用の比率
0.70％ 0.48％ 0.22％

＜セレブライフ・ストーリー2035＞
総経費率（①＋②） ①運用管理費用の比率 ②その他費用の比率

0.68％ 0.48％ 0.20％

＜セレブライフ・ストーリー2045＞
総経費率（①＋②） ①運用管理費用の比率 ②その他費用の比率

0.70％ 0.48％ 0.22％

＜セレブライフ・ストーリー2055＞
総経費率（①＋②） ①運用管理費用の比率 ②その他費用の比率

0.72％ 0.48％ 0.24％
※ 対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を
除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用には、投資先ファンド（ファンドが組入れている投資信託証券）にかかる費用が含まれています。
※ 投資先ファンドの費用は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費用の比率を乗じて
算出した概算値です。なお、投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除いています。
※各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
※投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

税金
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